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6-9 環境社会配慮に係る省令 第 2014-130/MEDD/CAB 号（仮和訳） 

国民教育・識字省（MENA）の ENEP カヤ（サンマテンガ県）建設計画の環境実施可能性の同意に係

る省令第 2014-130/MEDD/CAB 号 

省令 

第一条 環境影響調査および簡易環境影響調査の適用範囲、内容、手続きに係る 2001 年 7 月 17 日付

政令デクレ No.2001-342/PRES/PM/MEE 第 28、29 条に則り、国民教育・識字省（MENA）が推進す

る ENEP カヤ建設計画の環境実現可能性に同意する。 

第二条 第一条で言及した本計画の推進者は、同計画の簡易環境影響調査の最終報告書に記載された

環境社会管理計画を遵守する義務がある。また以下内容を行わなければならない。 

 ENEP 施設の建設工事が行われる区画の境界は、明確且つ目につく方法で画定し、指示標示する。 

 計画実施の各種段階について地域住民に効率的に通知するため、伝達プログラムを作成し、実施す

る。 

 本計画の生物物理的及び人的環境に対する影響緩和策活動には、計画関係者すべて（行政、コミュ

ーン、伝統的な各当局、技術担当、影響を受ける住民）が関与する。 

 植林もしくは自然的再生による樹木を損失する者へ賠償する。 

 土地損失に先立ち、農林畜産業のための新規土地探し、整備に同行する。 

 サブロ村民のうち資格の無い労働者の雇用を優先する。 

 工事現場の液体及び固体廃棄物が環境へ直接的に排出することを避けるため、その適切な管理計画

を実施する。 

 樹木損失の代償として植林を実施する。 

 ENEP 内に並木および木陰の植樹を行う。 

 植林する植物の選定には、森林担当局、地域住民及び地方局が関わる。 

 プロジェクトから発生した公害に関して、住民からの苦情受付を配置する。 

 ENEP 建設工事の担当業者は、ザブロの女性たちが生産する花崗岩骨材が同社の品質要求に対応す

る場合、その骨材を調達することに留意する。 

 工事中及び ENEP 供与中に発生する固体及び液体廃棄物の管理は、十分な資格のある業者に委託す

る。 

 廃棄物管理に関する模範を作成し、生徒に啓蒙活動を行う。 

 炭化水素や使用済み油のいかなる排出も避けること、また偶発的排出の際には直ちに汚染除去を行

う。 

 集落での機械の速度制限、工事現場の適切な標識、計画サイト内の危険地域について厳重に遵守す
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るよう留意すること。 

 本事業で通過する地域の出入り口に減速材を施す。 

 労働者の保護および健康予防のため、高性能の安全対策を講じる。 

 就労時の衛生、保安、健康状態について現場職員を育成する。 

 休憩時間中の作業を避けつつ、工事用地の周辺住民に対する騒音を最小限にする。 

 関係者すべてに対して水資源の合理的な利用を啓蒙する。 

 プロジェクトの全行程を通して、現場職員の狩猟、伐採は固く禁じられる。 

 環境社会管理計画の措置を実施する。 

 BUNEE と協定書を作成・締結し、環境社会管理計画の外部モニタリングに必要な措置をとる。 

第三条 本同意書で言及した提言の実施にも関わらず、本計画の推進者は、環境、人間及び動物の健

康を侵害するすべての今後の活動の責任がある。 

第四条 環境モニタリング業務に従い、環境・持続開発省は管轄部署を介して、プロジェクトライフ

の全期間を通じた環境影響の運営管理、モニタリング、監視を定期的に行う。 

第五条 本計画の推進者が何らかの方法で、本省令第二条で規定されている措置を遵守しない場合、

行政機関は中断、一時的もしくは最終的停止の公式見解を出す権利を保留する。 

第六条 環境・持続開発省次官（SG）は、本省令アレテの実施を担当し、同省令は適宜発表される。 

於ワガドゥグー、2014 年 7 月 17 日 

複写 ; 

 MEDD（環境・持続開発省）次官 

 MENA（国民教育・識字省）次官 

 BUNEE（国家環境評価局）局長 

 中央北部州 DREDD（州環境持続開発局） 

 中央北部州行政区 

 関係者 

 A/C 

（署名）

Dr Salifou OUEDRAOGO

国家勲章受章将校
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